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７月に新しい保険証を発送
　８月１日から使用する国保と後期の保険証を
７月中に届くように順次発送します。簡易書留
郵便で送りますので、留守の場合は不在票が投
函されます。保険証が届いたら、記載されてい
る住所、氏名を確認し、誤りがある場合は国保
年金課へ連絡してください。
●８月～令和２年７月に75歳になる人　国保
の保険証の有効期限は誕生日の前日です。75歳
の誕生日からは後期へ加入することになるので、
新しい保険証が交付されます。

保険料納入通知書を発送します
　７月中旬に保険料納入通知書を発送します。
国保は世帯ごとに、後期は個人ごとに通知しま
す。保険料の納期限は、国保が７月～翌年３月、
後期は７月～翌年２月の毎月末日（金融機関休
業日の場合は翌営業日）です。保険料は、前年
の所得に基づいて計算されます。市県民税など
の申告の遅れや、未申告だった人が申告をした
り、世帯の中で加入者が増減したりすると、年
度の途中で保険料額が変わることがあります。

31年度から国民健康保険料の 
賦課限度額が変わりました
　国保と後期には、賦課限度額といわれる保険
料の上限額が決まっています。
　国保のうち医療費給付分の新しい限度額は、
３万円引き上げられ年61万円です。後期高齢者
支援金の年19万円と介護納付金は年16万円で
据え置きです。
　後期の保険料は、一人当たりの金額（均等
割）４万1,000円に、所得に応じた金額（所得割）

の7.89％を加えたものです。限度額は、前年度
のまま継続され年62万円です。

保険料の軽減措置の期間が 
加入後２年間になります
　国保や後期に加入したことで、世帯や個人の
負担が急激に増えることのないように、保険料
の軽減措置があります。今まで、軽減を受けら
れる期間に制限はありませんでしたが、平成31
年度より期間が見直されました。
　国保は、旧被扶養者の一人当たりの金額（均
等割）と一世帯当たりの金額（平等割）の軽減
期間が見直されました。例えば２人世帯で会社
の健康保険に加入していた人が後期に移行する
ことで、扶養に入っていた家族はこれまで加入
していた保険の資格を失うので、国保に加入す
ることになります。この家族が65歳以上だった
場合に旧被扶養者といいます。均等割は、資格
を取得してから、２年間は５割軽減されます。
平等割も、旧被扶養者が一人の世帯では、同じ
ように２年間が５割軽減となります。この見直
しで、平成31年３月分まで、平成29年４月以前
に国保に加入した旧被扶養者の均等割と平等割
が軽減されます。
　後期は、会社の健康保険などの扶養だった人
が、扶養者よりも先に75歳になって後期に加入
した場合に、資格を取得してから２年間は均等
割額が５割軽減されます。所得割は０円で計算
されます。

保険料の軽減基準も変更に
　保険料の軽減基準も変更になりました。国保
は、均等割と平等割額が、５割と２割軽減され
る人の所得の範囲が拡大され（表１）、後期も

同じように均等割額が、５割と２割軽減される
人の所得の範囲が拡大されました（表２）。
●申告を忘れずに　国保・後期とも軽減を受け
るには、国民年金や厚生年金などの公的年金以
外の収入を除く、世帯主と被保険者全員の申告
が必要です。収入がない人も市県民税の申告を
忘れずに行ってください。

75歳以上の医療保険料の均等割が
９割から８割軽減になります
　後期の保険料の均等割は、低所得者への介護
保険料の軽減や年金生活者支援給付金の実施
で、９割から８割軽減に変わります。年金天引
きで納めている人は、10月から引き落とし額が
変更になります。
●介護保険料の負担軽減強化　所得の低い高
齢者の介護保険料が月平均355円軽減されます。

保険証と保険料納入通知書を　　発送します
国民健康保険と後期高齢者医療制度

　保険証と保険料納入通知書を７月中に届くように発送しま
す。通知書は、国民健康保険（国保）は世帯ごと、後期高齢者
医療制度（後期）は個人ごとになっています。届いたら入って
いる保険証や通知書を確認してください。保険料の賦課限度
額や軽減基準などが一部変更となりました。
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軽減
割合

軽減後の
均等割額

世帯内の被保険者と世帯主の
前年の総所得額などの合計

８割 8,200円
33万円以下で被保険者全員の
所得が０円（年金などの控除
額は80万円で計算）

8.5割 6,150円 33万円以下（上記以外の
場合）

５割 20,500円 33万円＋（28万円×被保険
者数）以下

２割 32,800円 33万円＋（51万円×被保険
者数）以下

【表２】後期高齢者医療制度保険料の軽減基準

軽減
割合

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所額
などの合計

７割 33万円以下
５割 33万円＋（28万円×被保険者数）以下
２割 33万円＋（51万円×被保険者数）以下

【表１】国民健康保険料の軽減基準


